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2023 年度 第 4 回運営委員会議事録 
日  時 2023 年 7月 2 日（日） 場  所 自治会館 2 階またはオンライン 

出席者 会長、副会長、運営委員 計 24 名 

議事進行 金子副会長 

議 事 録 総務事務：榎本 議事録確定日 2023年 7月 10日（月） 回覧依頼 7 月 2 日（日） 

 

議事  & 配布資料 

総務総括 金 子 １ 自治会活動保険について 

防犯防災 安 西 

桑 島 

１ 自立防犯灯（８灯）の塗装工事完了について 

２ 防犯灯新設について 

生活環境 

        

大 谷 

宿 野 

１ クリーンデーに関する班長会議での質問事項について 

イベント 坂 上 

岡 山 

本 坊 

前 田 

１ ハロウィンイベントのチラシについて 

２ こども会「日大実験教室」について 

３ クオカードの配布（敬老イベント）について 

４ 芋ほりイベントについて 

会計（出金） 堀 尾 １ 月次支出状況（6 月分）について 

会計（入金） 合 田 １ 会計入金報告（４月分～６月分） 

２ 自治会費集金業務お手伝いの依頼について 

広報館長 関 根 １ 消防計画作成（変更）届出書について 

２ 防火管理者選任（解任）届出書について 

３ 自治会館消防設備点検について 

総務事務 榎 本 １ 第１回倶楽部ミーティングの報告 

地区担当 高 麗 １ きりかぶ地区 1346 番のゴミステーションのカラス被害について 

 

◆総務総括 金子 

 

 議題番号 １ 自治会活動保険について   

  自治会の管理対象物（自治会館、防災倉庫、防犯灯等の設置物）により被害を受けた場合は対象外のため、損

害賠償請求のみ補償する東京海上日動火災の保険で契約を進めていく。 

 

◆防犯防災 桑島  

 

議題番号１ 自立防犯灯（８灯）の塗装工事完了について 

予定していた全ての塗装工事が完了し、支払いも済んでいる。 

 

◆防犯防災 安西 

 

議題番号２ 防犯灯新設について 

つぼすみれ地区 14 班の会員様より防犯灯新設の希望があった為、現地の状況を確認していく。 

 

◆生活環境 大谷 

 

議題番号１ クリーンデーに関する班長会議での質問事項について（班長会議議事録 No11 参照） 

自分達で活動することで、何か問題があった場合に早期発見、早期対応が出来る、自分達が住む地域への愛着が

生まれることが考えられる。 

 

◆イベント担当 坂上 岡山 本坊 前田 

 

議題番号１ ハロウィンイベントのチラシについて  

 子ども会からイベントチラシに関する承認依頼あり、運営委員会で承認を得る。 

 

議題番号２ こども会「日大実験教室」について 

 参加児童数が 100 人未満で、実施日を午前午後に分けて実施するため、運営委員会からの人員の協力は大丈夫と

のこと。暑い時期の開催のため、当日の子ども会役員の飲み物代（数百円/人）を子ども会予算から捻出すること

を了承する。 
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議題番号３  クオカードの配布（敬老イベント）について 

70 歳以上の方へ 1000 円 分 のクオカードを配布予定。配布方法は、ミニレター（1 通 63円）による送付。自治

会内の高齢者が増えていく中、来年以降はやり方等を検討しいく必要がある。今年に関しては 3 年間コロナで行え

なかった背景があるため、上記の形で実施する。 

 

議題番号４  芋ほりイベントについて 

 サツマイモを提供して下さる斎藤様から、6 月に苗を植えることができたので、例年通り募集人数 150 組での実

施可能とのお話しをいただく。謝礼金ついては、原材料の苗代が４～５倍に上がっているため（15 円位から５０

～６０円位に上がっている）、例年１４万円のところ２０万円に増額する。予算からも捻出可能。 

 

◆会計（出金）堀尾 

 

議題番号 1 月次支出状況（6 月分）について 

 月次支出状況（6 月分）を共有 

質問⇒【防犯部】の 6 月支出額の内訳について、防犯灯塗装工事費以外に何が含まれるのか。 

回答⇒防犯灯の毎月の電気代 

 

◆会計（入金）合田 

 

議題番号１ 会計入金報告（４月分～６月分） 

 入金報告を共有、質疑特になし。 

 

議題番号２ 自治会費集金業務お手伝いの依頼について 

 7 月 23 日（日）集金日に向けて、運営委員会内での手伝いの依頼を行う。 

  

◆広報館長 関根 

  

議題番号１ 防火管理者選任（解任）届出書について 

 防火管理講習修了。前任者の坪内氏から関根に防火管理者の選任・解任の届け出を消防署へ提出予定（7 月） 

 

議題番号２ 消防計画作成（変更）届出書について 

自治会館は消防法における防火管理の対象施設となるため、消防計画の立案し、防火管理者選任届出書とともに

消防署への提出を予定。避難時の引率者の設定は昨年度までと同様、自治会役員で各々の役職の方々を明記。 

 

議題番号３ 自治会館消防設備点検について 

年に２回実施される消防用設備点検を７月２８日（金）１０：３０～１１：００で予定。昨年度までと同様、京

葉第一防災にて点検を実施予定。既に自治会館のオーナー様も了承済み。 

 

◆総務事務 榎本 

 

議題番号１ 第１回倶楽部ミーティングの報告 

 各倶楽部より活動計画の報告を受け、自治会として今年度の倶楽部活動を支援することに承認を得る。また、覚

書についても今年度は取り交わしを行う。坪井地域の魅力発信ためホームページを活用していく。 

 

◆地区担当 高麗 

議題番号１ きりかぶ地区 1346 番のゴミステーションのカラス被害について 

 ごみの捨て方の見直し、重しとなるペットボトルを増やすなど出来ることからやってみる。仮に、ゴミステーシ

ョンのブロックに杭を打つ場合、①市への事前報告②隣接するお宅、ゴミステーション利用班会員全員の同意が必

要になる。 

 

【カラスの特性】 

・カラスは色に反応する⇒赤に近い色や生ゴミは外側から見えないように工夫する。 

 ・ネットの隙間から引っ張り出す⇒ごみをしっかりとネットで覆う。 

 

◆その他、質疑連絡事項等 

 

① 【質疑】防犯灯が植栽に被っておりどうしたらよいか。 
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【回答】まずは防犯防災担当者が現状を確認する。 

 

② 【情報共有】 

（藤井会長）交通安全委員会について活動状況を整理している。来年以降、生活環境または防犯防災担当に役

割を移すなど整理していく。また、会員からの要望等を収集するために手段を検討する。（ホームページから

問い合わせ等） 

 

③ 【情報共有】 

（藤井会長）ゆうゆう倶楽部に自治会の事務局業務を委託しているが、人員不足や高齢化のため今後は難しく

なっていくと考えられる。早急ではないが、代替策を検討する必要がある。ホームページを活用する等仕組み

づくりを考えていく。ホームページについて見直したい部分があったら教えて欲しい。 

 

第 1 回班長会議議事録 

 

 
 

   

次回運営委員会開催予定 8月 6日（日）10：00開始予定     場所 自治会館２階またはオンライン 

以上 

No 議題 地区 班 名前 質疑 応答

1 自治会費の件 会計入金 合田 集金、新規入会申込等について配布資料をもとに説明。 質疑なし

2 安心登録カードの件 総務事務 渡辺 安心登録カード事業について配布資料をもとに説明。 質疑なし

3 募金活動の件 総務事務 榎本 歳末たすけあい募金について説明。 質疑なし

4 子供基礎調査票について
子供基礎調査票について、過去に提出した調査票に変更があった場

合（子供が増えた）新たに提出が必要か。

新たに提出していただく。

5 復会について
6月に復会する場合、集金する月はいつからか。 翌月7月から、上期3か月分（7月8月9月）

の1500円を集金していただく。

6 復会休会について
復会休会の状況が分からない。例えば、転勤で出ていくので休会、

戻ってきたら復会という形でいいのか。

この地域で多いのが海外赴任。その場合休

会となる。

7 子供基礎調査票について

町内の関係が昔ほど密でないため、子供が生まれた等の情報を取る

ことが難しい。何年かに一度全員に再提出してもらうのはどうか。

数年前に実施してる。近隣の方との関係が希薄になってい

る状況で、また、お願いベースでの提出の為、会員のデー

タに齟齬があることが実態。ご意見としていただいた点は

課題であることは認識している。今後、実施の有無を含め

検討していく。

8 新規入会について
賃貸か持ち家なのか分からない家にも入会を促すのか。 通常の通り入会を促していただく。負担の少ない方法とし

て入会用のチラシ（自治会館保管、ホームページからダウ

ンロード可能）をポスト投函していただいてもいい。

9 回覧について 担当する班の回覧板に、集金日をお知らせする紙を挟んでいいか。 問題ない。

10 新規入会書について
書類は自治会館にある原本を必要分コピーする形でいいか。 書類は地区担当に取り次ぎをご依頼していただく、

または、ホームページ上からダウンロードも可能。
トレーに在庫がない場合は原本コピーで問題ない。

11 クリーンデーについて
公園清掃の目的に、船橋市と契約しているためとあるが、契約しなかった場合のデメリッ

トや補助金がなければ関係性が困るかなどの情報がもう少し欲しい。掃除するモチベー

ションとして弱いのではないか。

確認してお知らせする。

12 回覧について
回覧版の確認で捺印をするように用紙が挟まっているが捺印は必要

なのか。例えばレ点や署名でもいいのではないか。

規約にあるのか確認してお知らせする。

13 クリーンデーについて

きりかぶ11班においては班内で奇数月・偶数月の振り分けがあり、今年度に限って

は活動回数の差ができてしまうため、7月は班長家族のみ活動し8月から半年での活

動を開始することとしたいが可能か。また、班長の都合が付かない場合に日程変更

は可能か。

1公園につき月2回以上の清掃活動がなされていれば問

題ないので可能。ただし班内での周知をすること。班

長の都合がつかない場合は日程・時間変更可能。ただ

し班内での周知をすること。


